
台東区

■麻しんとは？

【裏面も必ずお読みください】

麻しん（はしか）
抗体検査・予防接種費用助成

■助成対象者

満１９歳以上の区民の方、または区内未就学児施設の職員の方が対象になります

感染すると約１０日後に発熱や咳などの風邪症状が現れ、２～３日熱が続いた後、39度以上の高熱と発疹が出現
します。空気感染等によりヒトからヒトへ感染し、その感染力は非常に強いといわれています。
最も有効な予防法は、ワクチンの接種です。

抗体
検査

麻しん含有ワクチン(★)の接種歴を母子健康手帳等で確認
できない、かつ麻しん抗体検査を受けたことがない方

予防
接種

①麻しん含有ワクチンを未接種または１回接種済みで、
母子健康手帳等で確認できる方

②麻しん抗体検査で、抗体価が基準値を下回っていた方

申
込
方
法

電子申請、保健予防課窓口で受け付けます。詳しくはホームページへ。
※接種歴を確認できるもの（母子健康手帳等）や抗体検査結果票を
必ずご用意下さい。

(台東区ホームページ）

・妊娠している方、またはその可能性
がある方

・麻しんにかかったことがある方
・麻しん含有ワクチンを２回以上接種
したことがある方

・麻しん抗体検査結果票をお持ちで、
抗体価が基準値よりも高い方

検査・接種費用

無料

検査、接種期限は  令和９年３月３１日 まで

※ 抗体価基準値  ＥＩＡ法（IgG) １６.０未満 PA法 １２８倍以下 中和法 ４倍以下

▼対象とならない方

抗体検査か予防接種 どちらを受けるかチェック！

麻しんにかかったことがある、
または

麻しん含有ワクチンを２回以上接種している。

助成の対象外

抗体検査

はい

麻しん含有ワクチンを未接種または１回接種済みで、
その記録を母子健康手帳等で確認できる。
◆母子健康手帳等で確認できない場合は「いいえ」

抗体検査を受けたことがあり、結果票で確認できる。
◆結果票で確認できない場合は「いいえ」

抗体価が基準値を下回っていた(※)

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

助成の対象外
抗体価が基準値を

下回っていたら…（※)予防接種

予防接種

はい

いいえ

★…麻しん風しん混合（MR）、麻しん単抗原、麻しんムンプス風しん混合（MMR）等のワクチン

台東区民の方

区内未就学児
施設職員の方

施設・事業所単位でお申し込みいただきます。詳しくは
台東保健所 保健予防課までご連絡ください。



接種後の注意

抗体検査

ＥＩＡ法(IgG）、ＰＡ法または中和法のいずれかの検査方法（血液検査）により実施します。

■実施方法

検査結果は、検査受診医療機関にて説明を受けてください。抗体価が下記基準値を下回っている場合、
予防接種費用助成の対象となります。

■結果説明

予防接種（任意接種）

麻しん風しん混合ワクチン または 麻しん単独ワクチン １回

■接種ワクチン及び助成回数

検査・予防接種実施場所、持ち物

同封の「麻しん対策協力医療機関一覧表」、またはホームページをご覧ください。
*医療機関により予約が必要な場合があります。必ず事前に確認してください。
*抗体検査と予防接種は、同じ医療機関で受診してください。

■実施場所

①検査受診票または予診票 ②本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）
③診察券（初診の場合を除く）

■持ち物

予防接種を受けられない方、主治医に相談が必要な方

（１）接種後３０分位は、アナフィラキシー（急性のアレルギー反応）など急な副反応が起こることがあり
ます。医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。

（２）注射した部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強く
こすらないようにしましょう。

（３）接種当日は、激しい運動や過度の飲酒は避けましょう。
（４）ワクチンの副反応の多くは、接種後数時間から数日後に出現しますので、特にこの間は注意してくだ

さい。

副反応

主な副反応は、発熱や発疹です。その他に、接種部位の発赤、腫れ、硬結（しこり）などもみられます。
これらの症状は、接種後２週間以内に多くみられます。まれにアナフィラキシーが起こることがあります。
もし、アナフィラキシーが起きた時には、医療機関ですぐに治療を行うことになります。

接種前の注意

予防接種について、効果や副反応のリスクをよく理解したうえで接種をするか判断してください。
気にかかることや分からないことがあれば、接種を受ける前に担当の医師にお尋ねください。
予診票は接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大事な情報です。接種を受ける方ご自身で記入し、
正しい情報を接種医に伝えてください。（体温は医療機関で接種前に測ります。）

健康被害救済制度

この予防接種を受けることにより健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく
「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」、及び区が加入している特別区自治体
総合賠償保険による救済の対象となります。

重篤な疾患や妊娠等により予防接種を受けられない場合、または主治医に相談
しなくてはならない場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。

(台東区ホームページ）

【お問合せ】 台東保健所 保健予防課 予防担当 電話 ０３－３８４７－９４７１
〒110-0015 台東区東上野４丁目２２番８号 （土・日・祝日年末年始除く 8：30～17：15）

【基準値】●ＥＩＡ法(IgG） １６.０未満 ●ＰＡ法 １２８倍以下 ●中和法 ４倍以下
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